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気候変動適応計画（令和３年 10 月 22 日閣議決定）抜粋 

 
 
第１章 気候変動適応に関する施策の基本的方向 

 
第５節 気候変動適応計画の進捗の管理・評価  

 気候変動適応を効果的に推進するためには、気候変動影響の評価、気候変動適応計

画の進捗管理と見直しを行う順応的なアプローチにより柔軟に対応していくことが

重要である。政府においては、以下のとおり、気候変動影響の評価、気候変動適応計

画の進捗管理と見直し、また、これに関連する評価手法等の開発を進める。 
 

１．気候変動影響の評価 

気候変動適応に関する施策は、気候変動及び気候変動影響に関する最新の科学的知

見を踏まえて実施することが重要である。 

このため、政府は、気候変動及び多様な分野における気候変動影響の観測、監視、

予測及び評価並びにこれらの調査研究を推進するとともに、調査研究等の成果や科学

文献により得られる最新の科学的知見を踏まえ、おおむね５年ごとに、気候変動影響

の総合的な評価を行う。気候変動影響の総合的な評価についての報告書の作成に当た

っては、中央環境審議会に諮問を行い、気候変動及び多様な分野における気候変動影

響の専門家等から構成される委員会において審議を進めることとする。  

次期気候変動影響評価は、直近の評価から起算して、おおむね５年となる 2025 年

度に行うこととする。 

なお、気候変動影響の総合的な評価を効果的に行うには、IPCC 等の国際的な動向も

踏まえつつ、複数年にわたる調査研究を進める必要があることから、早い段階から計

画的に調査研究を推進することとする。 

 

２．気候変動適応計画の見直しと進捗管理 

気候変動適応計画は、気候変動影響の総合的な評価を踏まえて、科学的に確認され

た最新の気候変動影響に対応できるよう、各分野における気候変動適応に関する施策

について検討を加え、見直していくことが重要である。また、気候変動適応に関する

施策を効果的に実施していくには、気候変動影響の総合的な評価において重大性や緊

急性等が高い分野に対して特に優先的に対応し、科学的知見が乏しい分野の調査研究

を推進するなど、施策内容の検討や必要な優先付けを行うことも重要である。 

これに加えて、気候変動適応計画を見直していくためには、計画に基づく施策の進

捗状況を定期的・継続的に把握し、必要に応じて評価を行うなど、PDCA サイクルの下

で的確に進捗管理を行うことが必要である。短期的な施策の進捗管理については、分

野別施策及び基盤別施策に関する KPI1を設定し、年度ごとの指標の変化を確認すると

 
1 Key Performance Indicator：政府の適応に関する取組の短期的な進展を確認することを目的とし、目標や効果

につながる施策の達成度合いを、可能な限り定量的に測定するための重点的な指標 
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ともに、関係府省庁により構成される「気候変動適応推進会議」においてフォローア

ップを行うこと等により、計画に基づく各施策の進捗状況を的確に把握する。また、

中長期的な気候変動適応の進展を把握するための指標を設定し、５年ごとに適応策の

効果を把握する（中間年に中間報告書を作成）。特に国、地方自治体、国民の各レベ

ルで気候変動適応を定着・浸透させる観点から、関係府省庁の取組促進、地方公共団

体における体制整備等の支援、及び国民の理解の促進の各視点で指標と目標（下表参

照）を設定し、目標が達成できるように進捗管理を行う。 

計画の見直しは、2025 年度を目途とする気候変動影響評価や施策の進捗、気候変動

の進展を踏まえ、2026 年度に行うことを目指す。ただし、計画全体に関わる新たな課

題が明らかとなった場合や、各分野における気候変動適応に関する基本的な施策に影

響を与えるような新たな知見が得られた場合等には、その時点において、必要に応じ

て計画の見直しについて検討する。 

 

表 国、地方自治体、国民の各レベルで気候変動適応を定着・浸透させる視点からの

指標と目標 

指標 
目標 

（目標年度：2026 年度） 
備考 

【関係府省庁の取組促進】 

① 重大性及び緊急性が高い項目（大

項目）に関する分野別施策 KPI の

設定比率 

100％ 
89 ％ 

（本計画策定時） 

【地方公共団体における体制整備等

の支援】 
② 都道府県・政令指定都市による地

域気候変動適応計画の策定率  

100％ 
88％ 

（2021 年 7 月末） 

③ 都道府県・政令指定都市による地

域気候変動適応センターの設置率 
100％ 

52％ 

（2021 年 7 月末） 

④ 都道府県・政令指定都市が策定す

る行政計画（例：総合計画、地域

防災計画等）のうち、いずれかで

防災の取組について気候変動適応

の視点が反映されている割合 

100％ － 

【国民の理解の促進】 
⑤ 気候変動適応の取組内容の認知度

（気候変動適応という言葉、取組

ともに知っている国民の割合） 

25％ 

11.9％ 

（2021 年 3 月 内

閣府世論調査） 
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３．評価手法等の開発 

 気候変動適応計画の効果的な推進のためには、それぞれの施策が気候変動影響によ

る被害の回避・軽減にどれだけ貢献したかなど、気候変動適応に関する施策の効果を

定量的に把握・評価していくことが重要である。しかしながら、気候変動適応に関す

る施策の効果を把握・評価する手法は、適切な指標の設定が困難であること、効果の

評価を行うには長い期間を要すること等の課題があり、諸外国においても具体的な手

法は確立されていない。 
このため、政府は、気候変動適応計画の実施による気候変動適応の進展の状況をよ

り的確に把握し、及び評価する手法を開発する。具体的には、適応策の実施による気

候変動影響の低減効果の評価に係る指標及び手法について、最新の調査研究の知見を

整理するとともに、国際的な動向や他国の取組、地方公共団体の取組事例に関する情

報を収集し、より的確な計画の PDCA 手法についての検討を進める。 
 
 


